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🔶　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

私は、事業主として、労働者が、安全で安心して働くことのできる

職場環境づくりを目ざします。
１.リスクアセスメント等の活動を徹底し、リスク低減措置を確実に行います。

２.危険をわかりやすく周知するため、危険の「見える化」を徹底します。

３.全員での定期健康診断の完全実施、要所見者については、適正な対応をします。

４.高齢者や経験の浅い労働者に配慮した働きやすい職場づくりに徹底します。

５.労働者の安全意識の高揚を図り、安全衛生教育の実施に取り組みます。(社内外)

私たち労働者は、事業主の宣言に基づき、不安全行動を行わない

作業を進めます。
１.リスクアセスメント等の活動を確実に行い、リスク低減措置を確認し、

作業を安全に進めます。

２.作業打合せに参加し、危険をわかりやすく周知するための「見える化」を実施し、

関係者全員に安全教育で周知し、これを順守して作業を進めます。

３.健康診断へ全員参加し、要所見については、本社、医師または健診センターの指導に

基づき適正に対応します。

４.高齢者や経験の浅い労働者に配慮した適材適所に取り組みます。

５.社内外の安全衛生教育訓練に積極的に参加し、安全作業を確認し、及び共有し、

これを順守して作業を進めます。


